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第１章 序論 

 

 １．公共施設等総合管理計画の位置づけ..............................．．．（P.2） 

 ２．策定に関する国の指針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.3） 

   (1) 計画のポイント．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.3） 

   (2) 計画に記載すべき事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.3） 

   (3) 計画策定にあたっての留意事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.3） 

３．対象施設と計画期間．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(P.4) 

   (1) 本計画の対象施設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.4） 

   (2) 計画期間．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.4） 

    ・図表 1-1：対象となる施設分類表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.5） 

    

第２章 人口の現状と将来の予測 

  

１．人口の推移と現状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(P.8） 

    ・図表 2-1：人口の推移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(P.8） 

・図表 2-2：人口ピラミッド．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(P.9） 

・図表 2-3：出生数・死亡数・自然増減の推移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.10） 

・図表 2-4：転入数・転出数・社会増減の推移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(P.11） 

２．将来の人口予測．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(P.12） 

・図表 2-5：「人口ビジョン」が目指す将来人口推計．．．．．．．．．．．．．．．（P.12） 
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第３章 財政状況 

  

１．普通会計の歳入及び歳出の状況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.14） 

    ・図表 3-1：歳入の推移（普通会計）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.14） 

    ・図表 3-2：歳出の推移（普通会計）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.15） 

 ２．普通会計の財政収支見通し．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.16） 

    ・図表 3-3：歳入の見通し（普通会計）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.16） 

    ・図表 3-4：歳出の見通し（普通会計）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.17） 

 ３．普通会計における投資的経費の推移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(P.18) 

    ・図表 3-5：投資的経費の推移（普通会計）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(P.18) 

 

第４章 公共施設等の現状と将来分析 

 

 １．公共施設（普通会計）の延床面積と更新コスト試算．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.20） 

   (1) 公共施設（普通会計）の延床面積とその割合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.20） 

    ・図表 4-1：公共施設（普通会計）の延床面積と建築年．．．．．．．．．．．．．(P.20) 

    ・図表 4-2：公共施設（普通会計）の延床面積の割合．．．．．．．．．．．．．．（P.21） 

   (2) 公共施設（普通会計）の更新コスト試算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(P.22) 

    ・図表 4-3：公共施設（普通会計）の更新コスト試算．．．．．．．．．．．．．．（P.22） 

 ２．インフラ資産の現状と更新コスト試算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.23） 

   (1) インフラ資産の現状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.23） 

        ・図表 4-4：インフラ資産一覧表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.23） 

   (2) インフラ資産の更新コスト試算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.24） 

    ・図表 4-5：インフラ資産の更新コスト試算（水道施設及び下水道施設 

を含む）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.24） 

 



 

 

第５章 公共施設等管理の基本方針 

  

 １．基本方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.26） 

   (1) 基本方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.26） 

   (2) 公共施設（普通会計）の目標設定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.26） 

   (3) インフラ資産（水道施設及び下水道施設を含む）の目標設定．．．．．．（P.27） 

 ２．庁内の推進体制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.28） 

   (1) 全庁的で横断的な推進組織づくり．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.28） 

   (2) PDCA サイクルを意識した段階的な実施計画の作成．．．．．．．．．．．．．．．（P.28） 

 ３．公共施設等の管理に関する基本的な考え方．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.29） 

   (1) 点検・診断等の実施方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.29） 

   (2) 維持管理・修繕・更新等の実施方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.29） 

  (3) 安全確保の実施方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(P.29) 

  (4) 耐震化の実施方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.29） 

  (5) 長寿命化の実施方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.30） 

   (6) 統合や廃止などの推進方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.30） 

 ４．施設類型ごとの管理に関する基本的な方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.31） 

   (1) 公共施設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.31） 

①行政系施設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.31） 

    ②文化・社会教育系施設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.32） 

    ③スポーツ・レクリエーション施設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.32） 

    ④産業系施設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.33） 

    ⑤学校教育系施設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.33） 

    ⑥子育て支援施設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.34） 

    ⑦保健・福祉施設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.34） 

    ⑧公営住宅．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.34） 

    ⑨供給処理施設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.35） 



 

 

    ⑩その他．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.35） 

    ⑪医療施設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.35） 

    ⑫水道施設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.36） 

    ⑬下水道施設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.36） 

   (2) インフラ資産．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.37） 

    ①道路・橋りょう．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.37） 

    ②農道・林道等．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.37） 

③水道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.37） 

    ④下水道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.37） 

 ６．今後の課題と推進方策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.38） 

  (1) 行政サービス水準等の検討．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.38） 

   (2) 議会や住民との情報共有．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.38） 

   (3) PPP/PFI の活用について．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.39） 

   (4) 行政区域を越えた広域連携について．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（P.39） 
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第 1 章 

序論 



 

 

2 

 

１．公共施設等総合管理計画の位置づけ 

  

全国の地方公共団体は、国の経済成長に伴い、住民に対する行政サービスの向上を目

指して公共施設等（庁舎、ホールなどいわゆるハコモノの公共施設、および道路、橋り

ょう、水道、下水道等のインフラ資産）の整備を行ってきました。その結果、これまで

公共施設等は、住民の生活を支え、生活の質や豊かさを向上させ、活力ある地域社会を

形成することに寄与してきました。 

しかしながら、特に高度成長期に整備された公共施設等は耐用年数の超過や老朽化に

より、今後一斉に更新時期を迎えます。また、超高齢化社会の到来や少子化による急激

な将来人口の減少、住民ニーズやとりまく社会情勢の変化もあり、全国の地方公共団体

の財政に大きな影響を与える公共施設等の維持・管理・更新を長期的に検討する必要が

生じてきました。 

このたびは、本町においても、総務省の指針に則りながら現在の公共施設等（ハコモ

ノとインフラ資産）の全体を把握することで、長期的な観点から維持・管理・更新を計

画的に行っていくために本計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さまざまな施設や道路、橋りょうなど。 

我々の生活を豊かにしてくれているものの、これからの

本町の人口推移や財政の面からも、長期的な観点で

維持・管理・更新を検討する必要があります。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCCzTLTMJXmRQAWyWU3uV7/SIG=12l9eqk2k/EXP=1472437835/**http:/jingu125.info/wp-content/uploads/2013/07/20130720-0374.jpg
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http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL5tTTMJXWyEAgxGU3uV7/SIG=14vniguso/EXP=1472437715/**http:/facility.homemate-navi.com/pubuser1/pubuser_facility_img/2/8/4/00000000000000339482/0000001789/00000000000000339482_0000001789_4.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCA9WZTMJXo1IAhjiU3uV7/SIG=12a6grdlm/EXP=1472437785/**http:/roadkawasaki2.web.fc2.com/na/r042/r042ba-14.jpg
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２．策定に関する国の指針 

   

「公共施設等総合管理計画策定にあたっての指針」（平成 26 年 4 月 22 日／総務省）

には、次の留意事項が示されています。 
  

(1) 計画のポイント 

 ①10年以上の長期にわたる計画であること 

②ハコモノ及びインフラ資産を含む地方公共団体所有のすべての公共施設等を対象

とすること 

(2) 計画に記載すべき事項 

 ①公共施設等の現況と将来の見通し 

②公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

③施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

(3) 計画策定にあたっての留意事項 

①行政サービス水準等の検討 

②公共施設等の実態把握及び総合管理計画の策定・見直し 

③議会や住民との情報共有等 

④数値目標の設定 

⑤PPP/PFIの活用について 

⑥市区町村域を超えた広域的な検討等について 

⑦合併団体等の取組について 

 

特に、公共施設等の管理に関する基本的な考え方として、点検・診断等の実施方針、

維持管理・修繕・更新等の実施方針、安全確保の実施方針、耐震化の実施方針、長寿命

化の実施方針、統合や廃止の推進方針、総合的かつ計画的な管理を実現するための体制

の構築について記載することとなっています。 
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３．対象施設と計画期間 

 

(1) 本計画の対象施設 

  

本計画の対象施設は、本町が所有する全ての公共施設等とします。 

ただし、第４章の更新コスト試算については、次のア及びイを除く公共施設等を試算の対

象としております。 

 

ア 河川：適切に維持管理すれば永久に使用できるとされ、更新の概念がないものとして

除外します。 

イ 農林道等：自治体における行政投資額の全体に占める割合が低く、対象とした場合、

作業が極めて複雑になるため除外します。 

 

(2) 計画期間 

   

 平成 29年度（2017年度）から平成 58年度（2046年度）の 30年間とします。 

 ただし、10年ごとに計画の見直しと現状分析を行い、計画を更新することとします。 
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■ 図表 1-1：対象となる施設分類表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

御浜町役場 4,491.0

尾呂志支所 79.0

神志山連絡所 32.0

尾呂志1班消防車庫 26.0

尾呂志2班消防車庫 26.0

尾呂志3班消防車庫 25.9

阿田和1･2班消防詰所 180.0

阿田和3班消防車庫 28.0

市木1班消防詰所 104.0

市木2班消防車庫 26.0

市木3班消防車庫 26.0

神志山1班消防詰所 128.0

神志山2班消防車庫 26.0

神志山3班消防詰所 70.0

熊野市消防御浜分署 253.0

旧神志山3班消防詰所 51.0

その他行政系施設 塵芥車車庫・清掃事務所 140.0

紀南漁民センター 126.0

中央公民館 2,594.6

阿田和公民館 489.2

尾呂志公民館 445.0

柿原公民館 170.0

下市木公民館 521.7

志原公民館 474.5

上市木公民館 335.7

片川公民館 323.0

神木公民館 556.4

阪本コミュニティーセンター 164.6

中立コミュニティーセンター 158.0

引作コミュニティーセンター 132.9

山地コミュニティーセンター 108.9

下地集会所 130.0

西原多目的集会所 40.0

川瀬多目的集会所 82.0

その他文化・社会教育系施設 裏の屋敷（文化財保管施設） 235.6

尾呂志体育館 630.0

寺谷総合公園 91.0

熊野古道地域センター 79.0

ふれあい交流広場（屋外トイレ） 28.0

集会施設

普通会計

スポーツ・レクリエーション系施設

文化・社会教育系施設

消防施設

行政系施設

庁舎等

レクリエーション施設・観光施設

スポーツ施設
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会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

山村振興施設 215.0

なかよしステーション神木 41.0

阿田和小学校 2,926.0

尾呂志学園小学校・中学校 3,722.0

神志山小学校 2,108.0

御浜小学校 3,125.0

阿田和中学校 3,989.0

御浜中学校 4,479.0

その他教育施設 給食センター 397.0

阿田和保育園 898.2

市木保育所 648.6

尾呂志保育所 253.4

神木保育所 238.8

志原保育所（子育て支援センター） 1,082.7

児童施設 放課後児童クラブ 192.8

福祉健康センター 2,001.8

上市木老人憩の家 78.0

神木老人憩の家 105.7

下市木老人憩の家 62.0

町営住宅下地団地 357.7

町営住宅平見団地 566.4

町営住宅阿田和団地 1,332.9

リサイクルセンター 460.0

リサイクルセンター（くるくるタウン） 560.0

中間処理場 56.0

町営上市木共同墓地 13.2

旧下市木教員住宅 66.2

志原教員住宅 220.0

医療施設 医療施設 尾呂志診療所 218.4

上市木ポンプ室 338.4

下志浄水場膜処理室 334.0

阿田和浄水場膜処理棟 270.9

阿田和ポンプ室 210.0

阿田和山地加圧ポンプ室 18.0

神木中継ポンプ所 50.6

引作加圧ポンプ所 18.0

神木低区加圧ポンプ室 22.0

阪本ポンプ室 96.0

阪本加圧ポンプ室 15.4

特別会計 下水道施設 下水処理施設 阿田和クリーンセンター 2,747.7

延床面積合計 48,163.9

水道施設企業会計 水道施設

子育て支援施設

保健・福祉施設

公営住宅

供給処理施設

その他

普通会計

産業系施設

その他

供給処理施設

公営住宅

高齢福祉施設

保育所・こども園

学校教育系施設
学校

産業系施設
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１．人口の推移と現況分析 

２．将来の人口予測 
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人口の現状と将来の予測 
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１．人口の推移と現況分析 

 

 次に、平成 27年度策定の「御浜町人口ビジョン」（以下、「人口ビジョン」）をもとに、

現在の状況をみていきます。 

  

本町の総人口は、平成 2（1990）年に一旦下げ止まり増加に転じましたが、平成 12

（2000）年以降ふたたび減少に転じ、以後、減少傾向で推移しています。 

特に、生産年齢人口（15 歳～64 歳）と年少人口（0 歳～14 歳）は年々減少が続き、

老年人口（65歳以上）は一貫して増加を続けています。 

 

■ 図表 2-1：人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,102 1,915 1,687 1,522 1,495 1,391 1,252

6,592 6,295 5,940 5,723 5,578 5,399
4,974

1,850

2,069
2,266

2,658

2,957 3,113
3,150

17.5%

20.1%
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31.4%

33.6%

0.0%

5.0%
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15.0%

20.0%
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30.0%

35.0%

40.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
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（人）

老年人口

生産年齢人口

年少人口

高齢化率

出典：「人口ビジョン」より 
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人口ピラミッド（5 歳階級別・男女別の人口構成）をみてみると、老年人口の増加、

団塊の世代の高齢化が顕著に見られます。 

また、若年層、特に 20歳から 24歳の人口が極端に少ないこともわかります。15～19

歳の世代が、進学、就職などに伴い、他の地域に転出することを示していると考えられ

ます。 

  

■ 図表 2-2：人口ピラミッド（５歳階級別・男女別人口構成） 
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2005年 2010年
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0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

男
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女
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10～14歳

15～19歳
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25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳
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55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳
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40～44歳

45～49歳
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55～59歳

60～64歳

65～69歳
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75～79歳

80～84歳

85歳以上

男

0 100 200 300 400 500

女

0100200300400500

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

男

0 100 200 300 400 500

女

15～29歳人口の減少 

団塊世代の 

高齢化 

老年人口の増加 

出典：「人口ビジョン」より 
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本町の出生数、死亡数の推移をみると、出生数と死亡数の差である「自然増減」は、

死亡数が出生数を上回る「自然減」の状況が続いており、2000年以降は青く囲った箇所

をみてもわかるように、減少数が加速しています。近年は 100人程度に及ぶ自然減とな

っていますが、これは少子化に加え、高齢化が進み死亡数が増えていることも原因と考

えられます。 

  

■ 図表 2-3：出生数・死亡数・自然増減の推移 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

出典：「人口ビジョン」より 
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本町の社会増減は、平成 13（2001）年を除いて平成 17（2005）年までの間、転入数

が転出数を上回る「社会増」であったものが、平成 18（2006）年以降、傾向として転出

数が転入数を上回る「社会減」に転じています。 

年間の減少幅は、10人前後から 80人以上と年によって差がありますが、近年の自然

減が年間約 100人となっていることから、これと同数程度の社会増がないと人口が維持

できないこととなります。 

 

■ 図表 2-４：転入数・転出数・社会増減の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．人口の将来予測 
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２．将来の人口予測 

 

「人口ビジョン」が目指す将来人口は、合計特殊出生率は国民の希望出生率である

1.80を 2040年に実現できると仮定し、なおかつ社会移動も回復すると仮定した推計と

なっています。 

 

■ 図表 2-５：「人口ビジョン」が目指す将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人口ビジョン」による推計では、本町の総人口は平成 37（2025）年に 8,342人、平

成 47（2035）年に 8,040人、平成 57（2045）年に 7,901人となる見込みです。 

これは、国立社会保障・人口問題研究所（いわゆる「社人研」）が推定する数値より

かなり希望的観測による人口推計と言えますが、活力あるまちづくりを進めるために、

経済活性化による仕事づくりと、定住人口・交流人口の増加、子育てしやすい環境の醸

成を目指して、さまざまな施策を講じていくことが求められます。 
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１．普通会計の歳入及び歳出の状況 

２．普通会計の財政収支見通し 

３．普通会計における投資的経費の推移 
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１．普通会計の歳入及び歳出の状況 

 

 次に、本町の過去 10 年間の財政状況をみていきます。公共施設等を維持管理、更新

していくためには、財政状況が大きく関係するためです。 

 

  ■ 図表 3-1：歳入の推移（普通会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 27（2015）年度の普通会計の歳入は 55.1 億円です。その内訳は地方交付税が 22.6

億円と最も多く、次いで、地方税 7.9億円、県支出金 7.7億円、地方債 5.0億円となってい

ます。 

 歳入全体の推移は、年度ごとに増減がみられますが、この 10年間（2006～2015年度）は、

年平均 49.7億円となっています。 
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  ■ 図表 3-2：歳出の推移（普通会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27（2015）年度の普通会計の歳出は 51.7 億円です。その内訳は補助費等が最も

多く 14.5 億円、次いで、人件費 8.5 億円、投資的経費 6.6 億円、物件費 5.9 億円、繰

出金 5.8億円となっています。 

この 10 年間で物件費と扶助費は年々増加傾向にあり、物件費はこの 10 年間で 48％

の増、扶助費は 84％の増となっています。 

また、公共施設（いわゆるハコモノ）や道路、橋りょうの建設費等にあたる「投資的

経費」の増減が、年度ごとの歳出総額を大きく左右する要因となっています。 

本計画にとって「投資的経費」は重要な要素ですが、過去 10年間（2006～2015年度）

で総額 75.9億円（年平均 7.6億円）となっています。 
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２．普通会計の財政収支見通し 

 

 次に、本町の平成 28（2016）年度から平成 32（2020）年度までの財政予測をみてい

きます。公共施設等を維持管理、更新していくためには、適切な財政収支の見通しが必

要となるため、重要な予測となります。 

 

  ■ 図表 3-3：歳入の見通し（普通会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27（2015）年度までと比べて、平成 28（2016）年度以降もほぼ同じような歳入

を見込んでいることがわかります。 

ただし、自主財源の割合が依存財源の割合よりも低く、長期的には人口減少の影響も

相まって、歳入は減収傾向になっていくことが予測されます。 
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  ■ 図表 3-4：歳出の見通し（普通会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27（2015）年度までと比べて、平成 28（2016）年度以降もほぼ同じような歳出

を見込んでいますが、扶助費を含む義務的経費が年々増加する傾向がみられます。 

特に公共施設等を整備する費用にあたる投資的経費は、平成 28～32（2016～2020）年

度までの 5年間で総額 35.9億円（年平均 7.2億円）を見込んでいますが、過去 10年間

（2006～2015年度）の実績値である年平均 7.6億円と比べて低い予測となります。 

第 2章でもみたように、中長期的にみれば人口全体の減少や生産年齢の減少などによ

り歳入が減ることや、高齢化の進行により福祉関係予算が増加するなど、人口減少・高

齢化による財政への影響が懸念されます。 

公共施設等は、一度建設してしまうと長期的に維持管理、更新を行う必要があるため

に、今後は人口動向や財政状況を充分に見極めた上で、現在の公共施設等のあり方を検

討していくとともに、新規事業の着手には慎重な決断が求められます。 
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３．普通会計における投資的経費の推移 

 

   ■ 図表 3-5：投資的経費の推移（普通会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 3-5からわかるように、普通会計における投資的経費には、公共施設と、道路、橋り

ょうの経費が含まれています。第４章では、公共施設及びインフラ資産の更新費用試算を行

うため、次の通り、数値を整理しておきます。 
 
 

○過去 5年（2011～2015年度）の実績     

  総額（億円） 平均（億円/年） 備  考 

「投資的経費」（普通会計） 53.0 10.6 図表 3-5 より算出 

公共施設に係る投資的経費 14.6 2.9 図表 3-5 より算出 

「投資的経費」（普通会計）における 

「公共施設に係る投資的経費」の割合 
14.6／53.0×100 ≒27.5 ％ 

        

○今後 5年（2016～2020年度）の予測     

  総額（億円） 平均（億円/年） 備  考 

「投資的経費」（普通会計） 35.9 7.2 図表 3-4 より算出 

公共施設に係る投資的経費 9.3 2.0 上記 27.5％を基に予測 
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  １．公共施設（普通会計）の延床面積と更新コスト試算 

２．インフラ資産の現状と更新コスト試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

公共施設等の現状と将来分析 
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１．公共施設（普通会計）の延床面積と更新コスト試算 

  

(1) 公共施設（普通会計）の延床面積とその割合 

 

 図表 1-1（対象となる施設分類表）で掲げた施設のうち、普通会計にあたる施設の延床面

積と建築年の分布をみていきます。 

 

■図表 4-1：公共施設（普通会計）の延床面積と建築年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通会計に属する公共施設の延床面積の合計は 44,042.9㎡であり、うち旧耐震基準とな

る昭和 56（1981）年以前に建設された公共施設は 29.0％、昭和 57（1982）年以降に建設さ

れた公共施設は 71.0％です。 

旧耐震基準の施設についてもすでに耐震化をほとんど終えておりますが、建物自体の耐

用年数を超えていくと、順次更新（いわゆる建て替え）を行う必要が生じることから、今後

の財政負担を検討しておくことが求められます。 

 

 

 

延床面積（普通会計）44,042.9㎡ 
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次に、図表 1-1（対象となる施設分類表）に基づいて、普通会計に属する施設の分類別の

延床面積の割合をみていきます。 

 

■図表 4-2：公共施設（普通会計）の延床面積の割合 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延床面積の割合が一番大きいのは学校教育系施設であり、47.1％と公共施設の約半分を

占めます。次に文化・社会教育系施設が 16.1％、行政系施設が 13.0％となっています。 

図表 4-1でもみられるように、耐用年数の経過に伴って、学校教育系施設や子育て支援施

設、文化・社会教育系施設の更新も行っていく必要があります。 

いずれにせよ、一度建設したものは長期的な維持管理を行っていかなければならない観

点から、新設及び建て替えに伴う施設の総量（公共施設においては延床面積）は十分に検討

することが求められます。 
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(2) 公共施設（普通会計）の更新コスト試算 

 

 次に、普通会計に属する現在の公共施設をすべて維持した上で、改修や建て替えを行って

いく場合のコスト試算を行ってみます。 

 

■図表 4-3：公共施設（普通会計）の更新コスト試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

普通会計に属する現在保有の公共施設（ハコモノ）をこれからもすべて維持していくと仮

定した上で改修や更新（建て替え）を行った場合、今後 40 年間の更新コストは総額 178.5

億円（年平均 4.5億円）という試算となりました。 

 平成 23～27（2011～2015）年の「公共施設に係る投資的経費」の実績が年平均 2.9 億円

（黄色線）で今後必要とされる更新コストを下回っており、現状の公共施設を維持管理、更

新していくには負担の増加が見込まれます。 
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２．インフラ資産の現状と更新コスト試算 

 

(1) インフラ資産の現状 

 

■図表 4-4：インフラ資産一覧表 
  

区分 大分類 詳細 

インフラ資産 

道路 

   1級（幹線）町道   14,323ｍ  

   2級（幹線）町道   21,008ｍ  

     その他町道  228,501ｍ  

   自転車歩行者道   5,955ｍ 

橋りょう（歩道橋含む） 166本 

水道 170,695ｍ 

下水道  24,483ｍ 

農道  17,779ｍ 

林道  10,816ｍ 

 

① 道路 

所有し管理する一般道路は、実延長 約 270kmとなっています。 

② 橋りょう 

166本の橋りょうを有しており、うち 54本が 15ｍ以上の橋となっています。 

③ 水道 

 総延長は約 171kmで、普及率は 96.8％となっています。 

④ 下水道 

総延長は約 25kmで、下水道普及率は 26.9％、下水道接続率は 80.0％となっています。 

⑤ 農道 

総延長は 17,779ｍとなっています。 

⑥ 林道 

総延長は 10,816ｍとなっています。 
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(2) インフラ資産の更新コスト試算 

 

■図表 4-5：インフラ資産の更新コスト試算（水道施設及び下水道施設を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道施設及び下水道施設を含む既存のインフラ資産を維持して改修や更新を行った場合、

今後 40年間の更新コストは総額 362.5億円（年平均 9.1億円）という試算になります。 

平成 23～27（2011～2015）年の既存更新コストは年平均 2.1 億円であり、これを基準に

算定すると年平均 7.0億円の負担増が見込まれます。 

インフラ資産は住民が生活をする上で欠かせないものであり、その性質上、一度築いたも

のはなかなか廃止できないため、財政状況や地域の人口動態を勘案して、適切な維持管理と

更新に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

注１）図表 4-1、4-3、4-5 の作成及び試算については、総務省推奨の「公共施設等更新費用

試算ソフト」を利用しております。また、今後の更新コスト試算については、当該ソフトに基づき、

2016年から 2055年までの 40年間で行っております。 

注２）P.4の 3（1）イに基づき、農道及び林道については更新コスト試算から除外しております。 
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１．基本方針 

  

(1) 基本方針 

■ 公共施設（普通会計）に関して 

 

 

 

■ インフラ資産（水道施設及び下水道施設を含む）に関して 

 

 

  

(2) 公共施設（普通会計）の目標設定 

  

本計画においては、公共施設の総量（公共施設においては延床面積の合計）により数

値を検討する手法が一般的であるため、これまでに試算した数値をふまえて目標の検討

を行います。 

  

○過去 5年（2011～2015年度）の実績     

  総額（億円） 平均（億円/年） 備  考 

「投資的経費」（普通会計） 53.0 10.6 図表 3-5 より算出 

公共施設に係る投資的経費 14.6 2.9 図表 3-5 より算出 

「投資的経費」（普通会計）における 

「公共施設に係る投資的経費」の割合 
14.6／53.0×100 ≒27.5 ％ 

        

○今後 5年（2016～2020年度）の予測     

  総額（億円） 平均（億円/年） 備  考 

「投資的経費」（普通会計） 35.9 7.2 図表 3-4 より算出 

公共施設に係る投資的経費 9.3 2.0 上記 27.5％を基に予測 
 

（第 3章末尾の表を再掲） 

更新費用試算額と将来的な少子高齢化や人口減少をふまえ、本計画期間中の総量（延床面

積の合計）の数値目標を検討します。また、適正な維持管理、長寿命化などによりライフサイクルを

延ばすことで、将来負担の均衡と低減を計ることとします。 

廃止・転用することが難しいため、現存するインフラ資産を維持することを前提としながらも、更新費

用不足額と将来の人口減少をふまえ、必要かつ適切な更新と維持管理に努めます。 



 

 

27 

まず、過去 5年（2011～2015年度）の実績から「公共施設に係る投資的経費」（＝年

平均 2.9億円）を、「過去の実績値」として定めます。 

次に、今後 5年（2016～2020年度）の予測から「公共施設に係る投資的経費」（＝年

平均 2.0億円）を、「今後の予測値」として定めます。 

そして、「過去の実績値」と「今後の予測値」の平均（＝2.5億円）を、「将来の負担

可能額」と仮定して数値の設定を行うこととします。 

図表 4-3から今後 40年間の更新コスト試算額は年平均 4.5億円であるため、「更新コ

スト不足額」は年平均 2.0億円となり、公共施設（普通会計）の総量（延床面積の合計）

削減割合は 44.4％という数値となります。 

この数値は、人口動態及び財政状況を中・長期的に検討する中で、公共施設の統廃合

や複合化等を行うことにより、公共施設の総量を削減し、維持管理・更新コストの軽減

を行っていかなければ、将来負担が増大することを示す大変厳しい数値と言えます。 

現段階では公共施設の総量に係る具体的な目標の設定は行いませんが、今回導かれた

大変厳しい数値を参考としながら、今後も、中・長期における公共施設総量の削減を目

途とし、それに伴う運営費用の削減や、長寿命化の推進によるライフサイクルコストの

低減、施設管理の効率化によるコスト削減等も勘案して、新設及び更新の費用に充当可

能な財源を確保するよう努めます。 

 

(3) インフラ資産（水道施設及び下水道施設を含む）の目標設定 

  

図表 4-5から、水道施設及び下水道施設を含む、既存のインフラ資産を維持して改修

や更新を行った場合、今後 40 年間の更新コストは総額 362.5 億円（年平均 9.1 億円）

という試算になります。 

平成 23～27（2011～2015）年の既存更新コストは年平均 2.1億円であり、これを基準

に算定すると年平均 7.0億円の負担増が見込まれます。 

道路、橋りょうは普通会計に含まれますが、水道及び下水道についてはそれぞれ独立

採算制であり、町の普通会計に原則影響されないとはいえ、既存のインフラ資産の更新

にかなり費用がかかるものと考えられます。 

ただし、インフラ資産に関しては廃止・転用することが難しいため、現存するインフ

ラを維持管理、更新していくことを前提とし、総量に対する目標は「現状維持」を原則

としつつ、整備の必要性が生じた場合には、その効果などを考慮して、整備内容を十分
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に検討した上で、真に必要なものに限定して整備を進めます。 

そのため、更新時期にあわせた基金の積み増しなど更新コスト増大を見込んだ財政運

営に加えて、道路、橋りょう、水道、下水道の各資産に応じた維持管理水準の見直し、

長寿命化計画等に基づく計画的で適切な維持管理、更には地域ごとの人口増減等に伴う

インフラ需要の変化を予測し、それぞれのインフラ資産を適正規模で更新するように努

めます。 

  

 

２．庁内の推進体制 

  

(1) 全庁的で横断的な推進組織づくり 

公共施設等を一元管理し企画・管理・活用するなど総合的管理を実施していくために

は、それぞれの部署が管轄・管理する公共施設等を時間差がなく一体的に情報共有でき

るような体制や連携強化および組織体制づくりが必要となります。 

そのため、公共施設等に関する情報は公会計管理台帳などとあわせて財産管理を統括

する部署で一元的に管理する体制をとります。その上で、公共施設等のデータを定期的

に更新することにより、公共施設等の現状をできる限り時間差がなく一体的に把握でき

る状態を保つように努めます。 

 

(2) PDCAサイクルを意識した段階的な実施計画の作成 

本計画は、30 年先を見据えた長期にわたる公共施設等のあり方を示すものであり、

実際には、その時々の人口・財政・社会情勢や計画の進捗状況を考慮し、適宜、見直し

を加えながら進めていく必要があります。 

このため、本計画を基とした実施計画を別に作成し、PDCA サイクルを取り入れなが

ら個々に応じた公共施設マネジメントを実施していく方針とします。 

 

注）PDCAサイクル（plan-do-check-act cycle）とは、事業活動における生産管理や品質管理な

どの管理業務を円滑に進める手法の一つです。Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ 

Act（改善）の 4 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善します。 
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３．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

 

(1) 点検・診断等の実施方針 

  

 現状行っている定期点検を引き続き適切に行うとともに、財産管理を統括する部署に

おいて実施結果を蓄積することで、点検・診断等の状況を一元的に把握します。 

施設ごとにおける維持管理の優先度の判断を行うにあたっては、劣化診断等を実施す

ることなどにより、経年による劣化状況、外的負荷（気候天候、使用特性等）による性

能低下状況および管理状況を把握した上で検討を行います。 

 

(2) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

  

施設の重要度や劣化状況に応じ長期的な視点で優先度をつけた上で、計画的に改修や

更新を行います。 

管理運営にあたっては指定管理等、PPP/PFIの積極的な活用を推進するとともに、新

しい技術や考え方を積極的に取り入れながら維持管理・修繕・更新等を合理的に進める

ことにより、財政負担の軽減やライフサイクルコストの縮減に努めます。 

 

(3) 安全確保の実施方針 

  

点検・診断等により危険性が認められた公共施設等について、ソフト・ハードの両面

から安全を確保します。 

安全の確保にあたっては、災害拠点かどうか、多数の住民の利用がある施設であるか

どうかなどの視点から、対応の優先度を検討します。また、経年劣化による外壁の崩落

などの危険性が高い施設については、不慮の事故に繋がらないよう緊急の修繕等の措置

をとるなど、適切な処置を講じます。 

 

(4) 耐震化の実施方針 

  

本町では順次耐震化を進めているため、未耐震施設についても速やかに耐震化工事が

行われるように努めます。また、道路、橋りょう、水道、下水道をはじめとするインフ
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ラ資産についても順次、耐震化を検討し、適時、実施していきます。 

 

(5) 長寿命化の実施方針 

  

公共施設ごとの耐用年数到来年度を把握し、公共施設の更新の対応時期を把握すると

ともに、ライフサイクルコスト縮減のためにも適切な改修を行い、財政負担の軽減を図

ります。 

また、公共施設を長期的に利活用していけるように、住民に公共施設を大切に利用し

ていただくなどの啓発活動を行っていきます。 

 

(6) 統合や廃止などの推進方針 

  

公共施設等の将来の更新コストの試算結果から、そのための財源が不足していること

が明らかになりました。 

公共施設等の総量（延床面積）縮減をはじめ、あらゆる観点から、合理的で費用対効

果の高い公共施設等の統合、廃止なども進めていく必要があります。 

公共施設の統合、廃止などにあたって、総量削減は財源確保の一つの手段であると捉

え、単純な面積縮減とすることなく、行政サービスの必要な水準や機能、必要度、人口

動態、利用頻度などを意識して計画的に行っていきます。 

また、当該サービスが公共施設等を維持しなければ提供不可能なものであるか、民間

に代替できないかなど、公共施設等とサービスの関係についても検討するとともに、公

共施設の多機能集約化（一つの公共施設に複数の機能を盛り込み、スペース効率の改善

と機能間の連携性を高める取り組み）も検討します。 

さらには、近隣市町との広域連携を一層進めていき、広域の観点からも必要な公共施

設等の保有量を検討します。 
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４．施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

 

(1) 公共施設 

① 行政系施設 

 
 
  

庁舎等は、通常時の行政拠点であるとともに、災害時における拠点としても機能すべ

き施設です。長期的な観点から、計画的に町全体としての適切な規模を捉えつつ、今後

も適切に維持管理・修繕・更新を行います。 

消防施設は、消防活動の拠点であり、かつ、災害発生時の救援・救急活動において重

要な役割を果たす地域の防災拠点です。安心・安全なまちづくりのために欠かすことの

出来ない施設であるため、必要とされる水準を見極める中で、計画的に町全体としての

適切な規模を捉えつつ、今後も適切に維持管理・修繕・更新を行います。 

その他行政系施設についても、今後とも適切な維持管理・修繕・更新を行います。 

 

 

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

御浜町役場 4,491.0

尾呂志支所 79.0

神志山連絡所 32.0

尾呂志1班消防車庫 26.0

尾呂志2班消防車庫 26.0

尾呂志3班消防車庫 25.9

阿田和1･2班消防詰所 180.0

阿田和3班消防車庫 28.0

市木1班消防詰所 104.0

市木2班消防車庫 26.0

市木3班消防車庫 26.0

神志山1班消防詰所 128.0

神志山2班消防車庫 26.0

神志山3班消防詰所 70.0

熊野市消防御浜分署 253.0

旧神志山3班消防詰所 51.0

その他行政系施設 塵芥車車庫・清掃事務所 140.0

普通会計

消防施設

行政系施設

庁舎等
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② 文化・社会教育系施設 

 
  

集会施設は、文化・社会教育を推進するとともに、地域のコミュニティ形成の核とな

る施設として、幅広い年齢層に利用されています。また、その他文化・社会教育系施設

は、文化財の保護に寄与しています。老朽化が進んでいる施設もあることから、今後の

人口動向や利用のニーズなどをふまえながら、多機能化や集約化も選択肢の一つとして

施設のあり方を検討する中で、計画的に町全体としての適切な規模を捉えつつ、今後も

適切に維持管理・修繕・更新を行います。 

 

③ スポーツ・レクリエーション系施設 

 
 

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

紀南漁民センター 126.0

中央公民館 2,594.6

阿田和公民館 489.2

尾呂志公民館 445.0

柿原公民館 170.0

下市木公民館 521.7

志原公民館 474.5

上市木公民館 335.7

片川公民館 323.0

神木公民館 556.4

阪本コミュニティーセンター 164.6

中立コミュニティーセンター 158.0

引作コミュニティーセンター 132.9

山地コミュニティーセンター 108.9

下地集会所 130.0

西原多目的集会所 40.0

川瀬多目的集会所 82.0

その他文化・社会教育系施設 裏の屋敷（文化財保管施設） 235.6

集会施設
文化・社会教育系施設普通会計

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

尾呂志体育館 630.0

寺谷総合公園 91.0

熊野古道地域センター 79.0

ふれあい交流広場（屋外トイレ） 28.0

スポーツ・レクリエーション系施設普通会計

スポーツ施設

レクリエーション施設・観光施設
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 スポーツ施設は、年齢を問わずさまざまな方に利用され、住民の健康増進と体力の向

上を促進するために必要な施設です。長期的な観点から、各施設の利用実態や運営コス

トをふまえながら施設のあり方を検討する中で、計画的に町全体としての適切な規模を

捉えつつ、今後も適切に維持管理・修繕・更新を行います。 

レクリエーション施設・観光施設は、さまざまな方に利用されており住民の交流等を

促進するために必要な施設です。各施設が提供しているサービスについて、利用実態や

運営コストをふまえながら施設のあり方を検討しつつ、今後も適切に維持管理・修繕・

更新を行います。 

 

④ 産業系施設 

  

 

 
 
 
 

産業系施設は、産業振興のために必要な施設です。産業振興を図る上での効果や影響

などをふまえ、必要性や内容を十分に検討した上で、必要に応じて計画的に整備を進め

つつ、今後も適切に維持管理・修繕・更新を行います。 

 

⑤ 学校教育系施設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校及びその他教育機関は、次世代を担う重要な施設であり地方公共団体として必要

不可欠なものであるため、基本的には現状を維持しながら、児童数の推移等をふまえる

中で、長期的な観点から、計画的に町全体としての適切な規模を捉えつつ、今後も適切

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

山村振興施設 215.0

なかよしステーション神木 41.0
普通会計 産業系施設 産業系施設

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

阿田和小学校 2,926.0

尾呂志学園小学校・中学校 3,722.0

神志山小学校 2,108.0

御浜小学校 3,125.0

阿田和中学校 3,989.0

御浜中学校 4,479.0

その他教育施設 給食センター 397.0

普通会計 学校教育系施設
学校
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に維持管理・修繕・更新を行います。  

⑥ 子育て支援施設 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 保育所・こども園及び児童施設は、子育て世帯にとって必要不可欠な施設です。合計

特殊出生率の目標を実現するためにも、多様化する子育てのニーズに量と質の両面で応

えられるよう、長期的な観点から、計画的に町全体としての適切な規模を捉えつつ、今

後も適切に維持管理・修繕・更新を行います。 

 

⑦ 保健・福祉施設 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

高齢福祉施設は、総合的な健康づくりと高齢福祉に寄与する施設となっています。未

耐震施設について、その危険性を鑑み、他の施設で利用ニーズを吸収するなどして、適

時、取り壊しを進めつつ、今後も適切に維持管理・修繕・更新を行います。 

 

⑧ 公営住宅 

 
 

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

町営住宅下地団地 357.7

町営住宅平見団地 566.4

町営住宅阿田和団地 1,332.9

普通会計 公営住宅 公営住宅

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

阿田和保育園 898.2

市木保育所 648.6

尾呂志保育所 253.4

神木保育所 238.8

志原保育所 1,082.7

児童施設 放課後児童クラブ 192.8

普通会計 子育て支援施設
保育園・保育所

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

福祉健康センター 2,001.8

上市木老人憩の家 78.0

神木老人憩の家 105.7

下市木老人憩の家 62.0

普通会計 保健・福祉施設 高齢福祉施設
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公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対する居住の安定に寄与する上で、必要な

施設です。それらの効果や影響などをふまえ、必要性や内容を十分に検討した上で、必

要に応じて計画的に整備を進めつつ、今後も適切に維持管理・修繕・更新を行います。 

 

⑨ 供給処理施設 

 
 

 供給処理施設は、生活ごみや一般廃棄物、不燃物を処理する施設です。清潔で住みよ

い環境のためにも、今後も適切に維持管理・修繕・更新を行います。 
 

⑩ その他 

 
 

その他の施設には、これまでの分類に含まれない町営墓地や教員住宅が該当しますが、

今後も適切に維持管理・修繕・更新を行います。 
 

⑪ 医療施設 

 

 

 
 

医療施設は、住民の暮らしを考える上で必要不可欠な施設です。地域の身近な医療拠

点として、今後も適切に維持管理・修繕・更新を行います。 

 

 

 
 

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

リサイクルセンター 460.0

リサイクルセンター（くるくるタウン） 560.0

中間処理場 56.0

普通会計 供給処理施設 供給処理施設

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

町営上市木共同墓地 13.2

旧下市木教員住宅 66.2

志原教員住宅 220.0

普通会計 その他 その他

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

普通会計 医療施設 医療施設 尾呂志診療所 218.4
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⑫ 水道施設 

 
  

水道施設は企業会計に属する施設であり、インフラ資産である水道管と共に、更新コ

スト試算ではインフラ資産として取り扱っています。水道事業運営のために、今後も適

切に維持管理・修繕・更新を行います。 
 

⑬ 下水道施設 

  
 

下水道施設は特別会計に属する施設であり、インフラ資産である下水道管と共に、更

新コスト試算ではインフラ資産として取り扱っています。下水道事業運営のために、今

後も適切に維持管理・修繕・更新を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

上市木ポンプ室 338.4

下志浄水場膜処理室 334.0

阿田和浄水場膜処理棟 270.9

阿田和ポンプ室 210.0

阿田和山地加圧ポンプ室 18.0

神木中継ポンプ所 50.6

引作加圧ポンプ所 18.0

神木低区加圧ポンプ室 22.0

阪本ポンプ室 96.0

阪本加圧ポンプ室 15.4

水道施設企業会計 水道施設

会計名 大分類 中分類 施設名
延床面積

（㎡）

特別会計 下水道施設 下水処理施設 阿田和クリーンセンター 2,747.7
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(2) インフラ資産 

  

① 道路・橋りょう 

道路や橋りょうは、住民生活に直結しているとともに、一度整備された道路や橋りょ

うは、代替道路や橋りょうが整備されるなど特別な事情がない限り、廃止することが困

難です。このため、現在、町が保有する道路や橋りょうは、将来にわたり維持管理して

いくことを基本的な前提とします。 

一方で、その維持管理に要する費用についての削減を図るため、重要度が高く交通量

が多い道路と重要度が低く交通量も少ない道路間での維持管理水準（舗装の打ち替え頻

度等）を変えることで、今後必要となる更新費用の縮減に努めます。 

また、利用頻度の高い重要な橋りょうについては、橋りょう長寿命化計画に基づく取

組みを継続し、ライフサイクルコストの縮減を進めます。 

今後の整備予定路線については、代替路の有無や沿道への影響などを考慮して、整備

の必要性や整備内容を検討した上で、真に必要なものに限定して整備を進めます。 

② 農道・林道等 

農道や林道等は、効果や内容について十分に検討した上で、真に必要なものに限定し

て整備を進めつつ、適切に維持管理・修繕・更新を行います。 

③ 水道 

水道は、道路や橋りょうと同様に住民の日常生活に直結するものであり、安心・安全

な水の安定供給を図ることで公衆衛生の向上と生活環境の維持に寄与しています。 

今後も安定的に水道水が供給されるように、水源地や水道管の老朽化対策や耐震化対

策を進め、適切な維持管理・修繕・更新を行います。 

④ 下水道 

下水道は、家庭や工場から出る汚水を処理するものであり、市街地の清潔で健全な発

展や公衆衛生の向上、公共水域の水質の保全に寄与しています。今後も処理施設や配管

の老朽化対策や耐震化対策を進め、適切な維持管理・修繕・更新を行います。 

なお、公衆衛生の向上、公共水域の水質の保全を図る上で、下水道によることが効果

的と判断される場合には、整備の必要性や整備内容を十分に検討した上で、真に必要な

ものに限定して区域拡大を行います。 
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５．今後の課題と推進方策 

 

(1) 行政サービス水準等の検討 

  

本町の財政状況とその見通しは、長期的には年々厳しくなっていくことが予想されて

いるため、公共施設を含め行政サービスの水準をどの程度に保つかが今後の課題となっ

てきます。 

総合計画をはじめ、総合戦略など、さまざまな観点から有効な施策を実施していくと

ともに、公共施設等の現況を把握し、そのあり方を十分に議論しながら、施設ごとに必

要な行政サービスの水準を検討していく必要があります。 

そのためにも、公共施設等のあり方を担当部署任せにするのではなく、庁内における

情報共有と一元管理を進めることが不可欠であり、町全体の人口動態や分布をふまえな

がら適切な維持管理と多機能化を進めるとともに、統廃合なども検討していきます。 

さらには、将来世代への負担軽減と財源確保のため、サービス水準の維持や運営コス

ト軽減を目的とする施設利用料や水道及び下水道料金の見直しなど、住民にも応分の負

担を求めていく必要が生じることも考えられますが、公共施設等のあり方を議論する際

には、受益者である住民の意見も十分にふまえながら検討を進めていく必要があります。 

 

(2) 議会や住民との情報共有 

  

公共施設等を庁内で一元管理する体制を構築した上で、公共施設等に関する情報につ

いては積極的な公開に努めます。 

財産管理を統括する部署が把握している公共施設等の情報は、議会に対しては積極的

に公開していきます。 

住民にはホームページなどでの広報に加え、各施設でその施設の建物情報や利用状況

の資料などを掲示して施設利用者に周知を図ってまいります。また、利用される住民か

らの声を公共施設等のあり方や施策に反映させるため、意見を伺う機会を設けることも

検討します。 

さまざまな手法を用いながら、公共施設等の情報共有を進めます。 
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(3) PPP/PFIの活用について 

  

PPP(Public Private Partnership)とは、官と民が役割を分担しながら社会資本の整

備や公共サービスの充実を図る概念や手法をいい、PFI(Private Finance Initiative)

は、公共施設の整備にあたって民間の資金やノウハウを活用する手法をいいます。 

本町ではすでに指定管理者制度の導入に取り組むなど、積極的に民間の活力とノウハ

ウを取り入れた行政サービスを行っており、今後も PPP/PFIをさらに積極的に推進して

行政サービス水準の維持や財政負担の軽減に努めます。 

 

(4) 行政区域を超えた広域連携について 

 

近隣自治体や県との広域連携については、現状通りの方針で行います。 

長期的には、近隣自治体の人口動態や財政状況もふまえながら、広域連携による公共施設

等の整理統合や合理化を検討します。 
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